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(57)【要約】
【課題】ボルト施工を必要としない照明器具を提供する
。
【解決手段】実施形態に係る照明器具は、光を出射する
照明部と、前記照明部に対して電力を供給する給電部と
、前記照明部と前記給電部との間に接続されたコードと
、を備える。前記照明部は、貫通孔が形成されたシャー
シと、前記シャーシの下面に取り付けられた基板と、前
記基板の下面に搭載された発光素子と、を有する。前記
コードは前記貫通孔内を通過している。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光を出射する照明部と、
　前記照明部に対して電力を供給する給電部と、
　前記照明部と前記給電部との間に接続されたコードと、
　を備え、
　前記照明部は、
　　貫通孔が形成されたシャーシと、
　　前記シャーシの下面に取り付けられた基板と、
　　前記基板の下面に搭載された発光素子と、
　を有し、
　前記コードは前記貫通孔内を通過している照明器具。
【請求項２】
　被取付部材に対して固定された第１のアダプタに、前記貫通孔内に挿通された第２のア
ダプタが連結されることにより、前記シャーシが前記第１のアダプタと前記第２のアダプ
タとにより挟持され、前記照明部が前記被取付部材に取り付けられる請求項１記載の照明
器具。
【請求項３】
　前記発光素子は複数個設けられており、
　前記照明部は、
　　前記基板の下面上に設けられ、それぞれが各前記発光素子を覆い、前記発光素子から
下方に向けて出射された光の進行方向を横方向に近づくように変更する複数個のレンズと
、
　　前記レンズの相互間に設けられ、前記レンズから入射した光を下方に向けて反射する
反射部材と、
　をさらに有した請求項１または２に記載の照明器具。
【請求項４】
　前記レンズの形状は、前記発光素子の直下域に相当する部分が凹んだ凸レンズ形状であ
る請求項３記載の照明器具。
【請求項５】
　前記照明部は、前記シャーシの下方に配置された光源カバーをさらに有し、
　前記光源カバーは、
　　前記発光素子を覆う透明な本体部と、
　　前記本体部における前記発光素子よりも下方に位置する部分から、前記発光素子から
遠ざかる方向に延出した羽部と、
　を有した請求項１～４のいずれか１つに記載の照明器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、照明器具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、施設用のベースライトとして用いられる照明器具は、建物の躯体にボルトに
よって取り付けられていた。しかしながら、ボルトによって照明器具を取り付けようとす
ると、業者によるボルト施工が必要となるという問題点があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－９９２７０号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的は、ボルト施工を必要としない照明器具を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　実施形態に係る照明器具は、光を出射する照明部と、前記照明部に対して電力を供給す
る給電部と、前記照明部と前記給電部との間に接続されたコードと、を備える。前記照明
部は、貫通孔が形成されたシャーシと、前記シャーシの下面に取り付けられた基板と、前
記基板の下面に搭載された発光素子と、を有する。前記コードは前記貫通孔内を通過して
いる。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、ボルト施工を必要としない照明器具を実現することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】実施形態に係る照明器具を模式的に例示する斜視図である。
【図２】実施形態に係る照明器具を模式的に例示する断面図である。
【図３】実施形態に係る照明器具の取付方法を模式的に例示する斜視図である。
【図４】実施形態に係る照明器具を例示する下方から見た斜視図である。
【図５】実施形態に係る照明器具を例示する上方から見た斜視図である。
【図６】実施形態に係る照明器具を例示する分解斜視図である。
【図７】実施形態に係る照明器具を例示する下面図である。
【図８】実施形態に係る照明器具を例示する正面図である。
【図９】実施形態に係る照明器具を例示する側面図である。
【図１０】実施形態に係る照明器具を例示する長手方向から見た断面図である。
【図１１】実施形態に係る照明器具を例示する幅方向から見た断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　後述する実施形態に係る照明器具１は、例えば、光を出射する照明部１０と、照明部１
０に対して電力を供給する給電部２０と、照明部１０と給電部２０との間に接続されたコ
ード３０と、を備える。照明部１０は、貫通孔１１ａが形成されたシャーシ１１と、シャ
ーシ１１の下面に取り付けられた基板１２と、基板１２の下面に搭載された発光素子（Ｌ
ＥＤチップ１３）と、を有する。コード３０は貫通孔１１ａ内を通過している。
【０００９】
　また、被取付部材（天井材１００）に対して固定されたアダプタ５１に、貫通孔１１ａ
内に挿通されたアダプタ５２が連結されることにより、シャーシ１１がアダプタ５１とア
ダプタ５２とにより挟持され、照明部１０が天井材１００に取り付けられる。
【００１０】
　更に、発光素子（ＬＥＤチップ１３）は複数個設けられている。照明部１０は、基板１
２の下面上に設けられ、それぞれが各発光素子を覆い、ＬＥＤチップ１３から下方に向け
て出射された光の進行方向を横方向に近づくように変更する複数個のレンズ２１と、レン
ズ２１の相互間に設けられ、レンズ２１から入射した光を下方に向けて反射する反射部材
２２と、をさらに有する。レンズ１２の形状は、ＬＥＤチップ１３の直下域に相当する部
分が凹んだ凸レンズ形状である。
【００１１】
　更にまた、照明部１０は、シャーシ１１の下方に配置された光源カバー１５をさらに有
する。光源カバー１５は、ＬＥＤチップ１３を覆う透明な本体部１５ａと、本体部１５ａ
におけるＬＥＤチップ１３よりも下方に位置する部分から、ＬＥＤチップ１３から遠ざか
る方向に延出した羽部１５ｂと、を有する。
【００１２】
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　以下、図面を参照しつつ、本発明の実施形態について説明する。
　本実施形態に係る照明器具は、例えばオフィス等の施設用の照明器具であり、部屋の天
井に設置されてベースライトとして使用されるものである。
【００１３】
　先ず、本実施形態に係る照明器具を概略的に説明する。
　図１は、本実施形態に係る照明器具を模式的に例示する斜視図であり、
　図２は、本実施形態に係る照明器具を模式的に例示する断面図であり、
　図３は、本実施形態に係る照明器具の取付方法を模式的に例示する斜視図である。
【００１４】
　図１に示すように、本実施形態に係る照明器具１においては、光を照射する照明部１０
と、照明部１０に対して電力を供給する給電部２０とが設けられており、照明部１０と給
電部２０との間にはコード３０が接続されている。また、照明部１０の被取付部材である
天井板１００には、例えば円形の貫通孔１００ａが形成されている。
【００１５】
　照明部１０は、天井板１００の下面に取り付けられている。給電部２０は、天井板１０
０の下面よりも上方に配置されており、例えば、室内にいる使用者から視認できない位置
に配置されている。例えば、給電部２０は、天井板１００の貫通孔１００ａの内部及びそ
の直上域に配置されている。給電部２０には、外部から電力が供給されるコード２９が接
続されている。コード３０は天井板１００の貫通孔１００ａ内を通過している。
【００１６】
　照明部１０の形状は、概ね、薄い直方体形状である。以下、説明の便宜上、天井板１０
０の下面に取り付けられた照明部１０の形状に基づいて、方向を規定する。すなわち、天
井板１００の下面に対して平行な方向のうち、照明部１０の長手方向を「長手方向」とい
い、幅方向を「幅方向」という。また、照明部１０の厚さ方向のうち、天井材１００から
照明部１０に向かう方向を「下方」といい、その反対を「上方」という。
【００１７】
　図２に示すように、照明部１０においては、シャーシ１１、基板１２、発光素子として
のＬＥＤ（Light Emitting Diode：発光ダイオード）チップ１３、光学板１４、光源カバ
ー１５、電源回路１６、及び電源カバー１７が設けられている。シャーシ１１は、薄い鉄
板により構成されており、照明部１０の上面及び幅方向に向いた側面の上部を構成してい
る。シャーシ１１の中央部には、天井板１００の貫通孔１００ａに対応した貫通孔１１ａ
が形成されている。
【００１８】
　基板１２、ＬＥＤチップ１３、光学板１４及び光源カバー１５は、シャーシ１１の幅方
向両端部のそれぞれの下面上に配置されている。基板１２は例えばプリント基板であり、
シャーシ１１の下面に取り付けられている。ＬＥＤチップ１３は基板１２の下面上に搭載
されている。光学板１４は基板１２の下面に取り付けられて、ＬＥＤチップ１３を覆って
いる。光源カバー１５は透明樹脂からなり、シャーシ１１に取り付けられて、基板１２、
ＬＥＤチップ１３及び光学板１４を覆っている。照明部１０には２枚の光源カバー１５が
設けられており、照明部１０の下面の幅方向両端部、及び幅方向に向いた側面の下部を構
成している。基板１２及びＬＥＤチップ１３の詳細な配置、並びに光学板１４の形状につ
いては、後述する。
【００１９】
　電源回路１６及び電源カバー１７は、シャーシ１１の幅方向中央部の下面上に配置され
ている。電源回路１６は、シャーシ１１の幅方向中央部であって、貫通孔１１ａを除く部
分の下面に取り付けられている。給電部２０に接続されたコード３０は、天井材１００の
貫通孔１００ａ内及びシャーシ１１の貫通孔１１ａ内を通過してシャーシ１１の下方まで
引き出され、電源回路１６に接続されている。電源回路１６は給電部２０から電力が供給
されると、基板１２を介してＬＥＤチップ１３に対して電力を供給する回路である。電源
カバー１７は、例えば不透明な樹脂からなり、シャーシ１１に取り付けられ、電源回路１
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６を覆っている。これにより、電源カバー１７は、照明部１０の下面の幅方向中央部を構
成している。このように、シャーシ１１は、照明部１０全体を保持している。
【００２０】
　図２及び図３に示すように、天井板１００には、アダプタ５１が固定されている。アダ
プタ５１は、貫通孔１００ａ内に挿通されており、天井板１００における貫通孔１００ａ
に近い部分を上下から挟み込んでいる。アダプタ５２は、シャーシ１１の貫通孔１１ａ内
及び天井板１００の貫通孔１００ａ内に挿通されて、アダプタ５１に連結されている。こ
の結果、アダプタ５１及びアダプタ５２により、シャーシ１１における貫通孔１１ａ近傍
の部分が上下から挟まれて支持されている。これにより、照明部１０は天井板１００に対
して固定されている。一方、給電部２０は照明部１０とは別に、その位置が固定されてい
る。例えば、図２及び図３に示すように、ボルト５３により、施設の躯体に直接連結され
ていてもよい。又は、天井板１００に十分な強度があれば、給電部２０はアダプタ５１に
連結されることにより、天井材１００に取り付けられていてもよい。
【００２１】
　次に、照明部１０の詳細な構成について説明する。
　図４は、本実施形態に係る照明器具を例示する下方から見た斜視図であり、
　図５は、本実施形態に係る照明器具を例示する上方から見た斜視図であり、
　図６は、本実施形態に係る照明器具を例示する分解斜視図であり、
　図７は、本実施形態に係る照明器具を例示する下面図であり、
　図８は、本実施形態に係る照明器具を例示する正面図であり、
　図９は、本実施形態に係る照明器具を例示する側面図であり、
　図１０は、本実施形態に係る照明器具を例示する長手方向から見た断面図であり、
　図１１は、本実施形態に係る照明器具を例示する幅方向から見た断面図である。
【００２２】
　なお、上述の図１～図３は模式図であるため、図４～図１１は図１～図３に完全には対
応していない。また、図４～図１１において、天井板１００は一部のみを示している。更
に、図４～図１１において、電源回路１６は、図示を省略している。更にまた、電源カバ
ー１７及び天井板１００は不透明であるが、図示の便宜上、透明であるかのように描いて
いる。
【００２３】
　図４～図９に示すように、シャーシ１１の形状は、上方から見て、照明部１０全体と略
等しい形状の平板状であり、幅方向両端部が下方に向けて折り曲げられている。また、上
方から見て、貫通孔１１ａの形状は、例えば円形である。シャーシ１１には、貫通孔１１
ａ以外にも、後述する各部材を支持するためのネジ孔及び通気孔等の孔が適宜形成されて
いるが、貫通孔１１ａはこれらの孔よりも大きい。
【００２４】
　基板１２及び光学板１４は、シャーシ１１の幅方向両端部の下面上に片側３枚ずつ配置
されており、長手方向に沿って一列に配列されている。各基板１２の形状は長方形の板状
であり、その長手方向は照明部１０の長手方向と一致している。光学板１４の形状も、概
ね、照明部１０の長手方向が長い長方形の板状である。各光学板１４は各基板１２の下面
に重ねられている。また、１枚の基板１２には、例えば５個のＬＥＤチップ１３が搭載さ
れており、長手方向に沿って一列に配列されている。従って、照明部１０においては、例
えば、片側に１５個、合計で３０個のＬＥＤチップ１３が設けられている。なお、ＬＥＤ
チップ１３の種類は特に限定されず、例えば、ＳＭＤ（Surface Mount Device）型又はＣ
ＯＢ（Chip On Board）型のチップであってもよい。
【００２５】
　図４～図１１に示すように、光学板１４は、透明樹脂が成形されて一体的に形成されて
いる。光学板１４の下面においては、５個のレンズ２１が形成されている。レンズ２１は
照明部１０の長手方向に沿って一列に配列されており、各レンズ２１は１個のＬＥＤチッ
プ１３を覆っている。各レンズ２１の形状は、いわゆるバッドウィング形状である。すな
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わち、レンズ２１の全体的な形状は下方に凸となった凸レンズ形状であるが、その下面の
中央部に凹み２１ａが形成されている。凹み２１ａの深さは、レンズ２１自体の高さより
も浅い。一方、各レンズ２１の上面には凹部２１ｂが形成されており、この凹部２１ｂ内
に１個のＬＥＤチップ１３が収納されている。凹部２１ｂの形状は、上部が円板状であり
、下部が例えば回転楕円体の一部である。下方から見て、レンズ２１の形状は円形であり
、凹み２１ａは、ＬＥＤチップ１３の直下域に位置している。凹み２１ａと凹部２１ｂと
は連通していない。
【００２６】
　また、光学板１４の下面におけるレンズ２１の間には、反射部材２２が形成されている
。すなわち、レンズ２１及び反射部材２２は長手方向に沿って交互に配列されており、各
光学板１４には４個の反射部材２２が形成されている。光学板１４の下面における反射部
材２２の形状は、幅方向に延びる四角柱形であり、その軸方向に対して垂直な断面の形状
は、下辺が上辺よりも短い台形状である。一方、光学板１４の上面においては、反射部材
２２の内部に、照明部１０の幅方向に延びる略三角柱状の三角溝２２ａが形成されている
。三角溝２２ａの頂部は光学板１４の下面に到達しており、三角溝２２ａは上下方向にお
いて光学板１４を貫通している。一方、照明部１０の幅方向においては、三角溝２２ａは
反射部材２２を貫通していない。従って、反射部材２２は三角溝２２ａによって完全には
分割されていない。
【００２７】
　光源カバー１５の形状は長手方向に延びる略板状である。光源カバー１５には、本体部
１５ａ及び１５ｂが設けられている。本体部１５ａにおける長手方向に対して垂直な断面
の形状は、上方に開いたコ字状である。本体部１５ａは、照明部１０の幅方向一端部に設
けられた３枚の基板１２、１５個のＬＥＤチップ１３及び３枚の光学板１４を覆っている
。羽部１５ｂは、本体部１５ａの下面を構成する部材から、照明部１０の幅方向外側に張
り出している。すなわち、羽部１５ｂは、本体部１５ａにおけるＬＥＤチップ１３よりも
下方に位置する部分から、ＬＥＤチップ１３から遠ざかる方向に延出している。羽部１５
ｂの上面１５ｃには、微細な凹凸（図１０参照）が形成されている。凹凸のサイズは例え
ば１ｍｍ以下である。この凹凸は、上面１５ｃによって乱反射され、天井材１００に反映
された光が、室内の使用者から見て均一になるようなサイズ及び配列で形成されていれば
よい。
【００２８】
　次に、本実施形態に係る照明器具の動作について説明する。
　外部電源からコード２９を介して給電部２０に電力が供給されると、給電部２０はコー
ド３０を介して電源回路１６に対して電力を供給し、電源回路１６は基板１２を介してＬ
ＥＤチップ１３に対して電力を供給する。これにより、ＬＥＤチップ１３が発光する。
【００２９】
　図１１に示すように、ＬＥＤチップ１３から出射した光は、光学板１４に形成されたレ
ンズ２１に入射する。そして、レンズ２１の作用により、配光特性が水平方向に分散され
る。以下、この分散の挙動について説明する。
【００３０】
　例えば、光路Ｌ１として例示するように、ＬＥＤチップ１３からほぼ下方に向けて出射
された光は、レンズ２１の下面における凹み２１ａに相当する領域において全反射され、
レンズ２１から側方に向かって出射される。そして、レンズ２１から出射された光の一部
は、反射部材２２に入射し、三角溝２２ａの内面において下方に向けて全反射され、照明
部１０から出射される。
　また、光路Ｌ２として例示するように、ＬＥＤチップ１３から斜め下方に出射された光
は、レンズ２１の表面及び反射部材２２の表面において屈折しながら三角溝２２ａの内面
に到達し、この内面において下方に向けて全反射され、照明部１０から出射される。
　更に、光路Ｌ３として例示するように、ＬＥＤチップ１３からほぼ長手方向に出射され
た光は、光学板１４内を伝播して三角溝２２ａの内面に到達し、下方に向けて全反射され
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、照明部１０から出射される。
【００３１】
　また、図１０に光路Ｌ４として示すように、レンズ２１から幅方向に出射された光の一
部は、羽部１５ｂの上面１５ｃに到達する。上面１５ｃには微細な凹凸が形成されている
ため、上面１５ｃに到達した光は、上方側に乱反射されて、天井材１００に向かう。これ
により、天井材１００の下面における照明部１０の幅方向両側に位置する領域が、ＬＥＤ
チップ１３の光によって略均一に照明される。
【００３２】
　次に、本実施形態の効果について説明する。
　上述の如く、照明器具１は照明部１０及び給電部２０に分離されている。給電部２０に
は、照明器具を構成する部品の中では相対的に重い電力用部品が配置されている。一方、
照明部１０には、薄い鉄板からなるシャーシ１１、樹脂材料からなる基板１２、光学板１
４、光源カバー１５及び電源カバー１７、小型の電子部品であるＬＥＤチップ１３及び電
源回路１６等、相対的に軽い部品が配置されている。このため、照明部１０は比較的軽量
となる。そして、照明部１０及び給電部２０は、それぞれ独立して支持されている。これ
により、照明部１０は、ボルトではなく、アダプタ５１及び５２を用いて天井板１００に
取り付けることができる。この結果、天井板１００に対して照明部１０を着脱する際に、
ボルト施工が不要となり、着脱のコストを低減することができる。また、照明部１０内に
ボルトを収納するスペースを設ける必要がなくなるため、照明部１０を薄型化することが
できる。
【００３３】
　また、本実施形態に係る照明器具１においては、各ＬＥＤチップ１３を覆うようにレン
ズ２１が設けられている。これにより、ＬＥＤチップ１３から出射された光を水平方向に
分散させることができる。この結果、グレアを軽減することができる。
【００３４】
　更に、本実施形態に係る照明器具１においては、レンズ２１間に反射部材２２が設けら
れている。これにより、あるＬＥＤチップ１３から出射した光が、隣のＬＥＤチップ１３
に入射してその蛍光体を発光させ、隣のＬＥＤチップ１３の色合いがずれることを防止で
きる。
【００３５】
　更にまた、本実施形態に係る照明器具１においては、光源カバー１５に羽部１５ｂが設
けられているため、ＬＥＤチップ１３から出射された光を羽部１５ｂの上面１５ｃにおい
て反射させ、天井材１００の下面における照明部１０の幅方向両側の領域を照明すること
ができる。これにより、天井における広い領域を明るくして、快適な照明空間を実現する
ことができる。また、羽部１５ｂの上面１５ｃに微細な凹凸が形成されているため、上面
１５ｃに入射した光を乱反射させることができる。この結果、天井をより均一に照明する
ことができる。
【００３６】
　なお、本実施形態においては、光源カバー１５全体を透明樹脂によって形成する例を示
したが、これには限定されず、例えば、本体部１５ａを透明樹脂によって形成し、羽部１
５ｂは白色樹脂によって形成してもよい。これにより、羽部１５ｂによって天井を照明す
る効果が向上する。
【００３７】
　また、本実施形態においては、照明部１０の形状が略直方体形状である例を示したが、
形状は直方体形状には限定されない。例えば、照明部の形状は円板状であってもよい。こ
の場合は、例えば、中央領域に円形の電源回路及び電源カバーを配置し、その周囲の円環
状の領域に、基板、ＬＥＤチップ、光学板及び光源カバーを配置してもよい。
【００３８】
　以上説明した実施形態によれば、ボルト施工を必要としない照明器具を実現することが
できる。
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【００３９】
　以上、本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示
したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は
、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、
種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の
範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明及びその等価物の範囲
に含まれる。
【符号の説明】
【００４０】
１：照明器具、１０：照明部、１１：シャーシ、１１ａ：貫通孔、１２：基板、１３：Ｌ
ＥＤチップ、１４：光学板、１５：光源カバー、１５ａ：本体部、１５ｂ：羽部、１５ｃ
：上面、１６：電源回路、１７：電源カバー、２０：給電部、２１：レンズ、２１ａ：凹
み、２１ｂ：凹部、２２：反射部材、２２ａ：三角溝、２９、３０：コード、５１、５２
：アダプタ、５３：ボルト、１００：天井板、１００ａ：貫通孔

【図１】 【図２】
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